
異性間暴力を防止しよう！！
女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

・繰り返し批判したり
否定的なことを言う
・すぐ不機嫌になる
・無視する
・交友関係や郵便物などを細かく
監視する
・家族や友人などとのつながりを
断たせる

＊＊暴暴言言やや監監視視ななどど、、自自尊尊心心
をを傷傷つつけけ、、精精神神的的ににおおとと
ししめめたたりり、、不不安安をを感感じじささ
せせるる行行為為

＊＊望望ままなないい性性的的なな行行為為をを強強
要要ししたたりり、、ポポルルノノ雑雑誌誌をを
無無理理ややりり見見せせたたりり、、避避妊妊
ををししなないいななどどのの行行為為

・物を投げつける
・押さえつける
・体をつかんで揺する
・殴る
・ける
・髪の毛をひっぱる

＊＊身身体体にに直直接接加加ええらら
れれるる行行為為

・生活費を渡さない
・お金を取り上げる
・仕事を無理やりやめさせる
・借りたお金を返さない

＊＊経経済済的的にに身身動動ききででききなないい状状
況況ににすするる行行為為

問／それいゆぷらざ（女性センター） �４６３―２６９７

ＤＶ相談（配偶者暴力相談支援センター）
＊朝霞市の相談窓口 場所：それいゆぷらざ（女性センター）

婦人相談センター（ＤＶ相談）
＊埼玉県の相談窓口 場所：婦人相談センター（ＤＶ相談室）

WithYou さいたま 男女共同参画センター
＊埼玉県の相談窓口 場所：WithYou さいたま 男女共同参画センター

＊上記のＤＶ防止法について、詳しく知りたい場合は、
それいゆぷらざ（女性センター）（�４６３―２６９７）にお問い合わせください。

月～土曜日 午前９時３０分～午後８時３０分
日曜日、祝日 午前９時３０分～午後５時
■面接相談は予約制
�０４８―８６３―６０６０

暴力を目撃したことによっ
て子どもにさまざまな心身の
症状が表れることもあります。
暴力を目撃しながら育った子
どもは、自分が育った家庭の
人間関係のパターンから、感
情表現や問題解決の手段とし
て暴力を振るうことを学習す
ることもあります。
子どもには、暴力のない環
境で、子ども自身がさまざま
な選択をしながら育つ権利が
あります。

◆加害者があなたの身辺につきまとったり、あなたの住居、勤務先等の付近
をはいかいすることを６か月間禁止する接近禁止命令
◆加害者が家から２か月間出て行くことを命令する退去命令
◆加害者があなたの子どもや親族等の住居、勤務先の付近をはいかいするこ
とを６か月禁止する命令
◆加害者からあなたへの一定の電話・電子メール等を６か月間禁止する命令

子どもに与える影響

火～日曜日
午前９時～午後５時 �０４８―４６３―２６９７
■専門の相談員による相談
毎週火・土曜日
午前９時～午後５時 �０４８―４６３―０３５６

月～土曜日 午前１０時～午後８時３０分
※祝日・第３木曜日を除く
※面接相談、専門相談は予約制
�０４８―６００―３８００

直接身体に振る
われる暴力は、ケ
ガなどの身体的暴
力のみならず、
PTSD（外傷後ス
トレス障害）に陥
るなど、深刻な影
響をもたらし、日
常生活に支障をき
たす場合も少なく
ありません。

被害者に与える
影響

あなたを守るための法律があります。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ドメスティック・バイオレンス（DV）
あなたは、ＤＶという言葉を聞いたことがありま
すか？
ＤＶは配偶者や元配偶者から受ける暴力のことを
言います。近年男性の被害者も増えていますが、多
くの場合、女性が被害者です。
身体に直接加えられる暴力のほか、日常的な暴言
や監視など、その実態は深刻です。
家庭内のことだから、個人的なことだからと誰に
も相談できずにいたり、自分のせいだからと自分を
責めてしまい、ますますつらい状態になってしまっ
ていませんか。
暴力は、許されることではなく、どんな形であれ
重大な人権侵害です‼

暴力の 種類
暴力の種類は１つではない‼

「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」により、地方
裁判所に申し立て、認められれば、加
害者を近づけないための保護命令が出
されます。
保護命令には、右記の種類があります。

精神的
暴力

性的
暴力

身体的
暴力

経済的
暴力
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暴力は繰り返されエスカレートする…
愛し合うことは、お互いを大切にしあうこと。相手を尊重出来な
い関係は対等な関係とはいえません。少しでも、「嫌だな。」「怖い
な。」と感じたら、信頼出来る人に相談してください。

ラブラブ期
ごめんね、二度としない
と約束、プレゼントを
あげる　など

◆
【被害者の気持ち】
私がいないとダメ。
愛されている、
信じたい。

バクハツ期
すぐにキレる、なぐる、
ける、「死ね！」　など

◆
【被害者の気持ち】
こわい、何がなんだか分
からない、私が悪い。

イライラ期
ピリピリ、異常なしっと心
何でも相手のせい　など

◆
【被害者の気持ち】

びくびく顔色をうかがう。
自分のせいだと思う。
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電話番号
▼埼玉県

０４８―８２２―７００７

０４―２９９２―４１５２
※予約制

▼警察

０４８―８６１―１１５２

埼玉県警察ホームページからアクセスできます。

０４９―２３９―６５９８

受付時間

毎日（祝日・年末年始を除く）
午前１０時３０分～午後６時
月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
午前８時３０分～午後６時１５分

月～土曜日
（祝日・年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

月・水・木曜日
（祝日・年末年始を除く）
午前９時～午後４時

名 称

子どもスマイル
ネット

所沢児童相談所

ヤングテレホン
コーナー

ヤングメール

少年サポート
センター西分室
川越相談室

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は大人だけの問題ではありません‼

問…問い合わせ

デートＤＶの特性

男女平等苦情処理委員を
ご利用ください
市では、朝霞市男女平等推進条例に基
づき、男女平等苦情処理委員２人を委嘱
しています。
男女平等の推進を阻害する要因によっ
て人権を侵害された場合や、社会的な慣
行等により差別的取り扱いを受けた場合
に苦情の申し出をすることができます。
詳しくは、市内各公共施設に備え置い
ている男女平等苦情処理委員パンフレッ
ト（苦情申出書付き）または、市ホーム
ページをご覧いただくか、それいゆぷら
ざ（女性センター）までお問い合わせく
ださい。

◆ＤＶ防止法
＊
の適用対象ではないため、

ＤＶではないと思われがちで、情報
も少なく、本人も周りの人もデート
ＤＶだとは気付かないことが多い。

＊…「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護に関する法律」の略

◆周りの人から、「結婚しているわけ
ではないので、いつでも別れられ
る」と、軽く思われがち。
◆一緒に暮らしていないことから携帯
電話で相手を束縛するなどのケース
が多く、このような関係は周囲から
は見えにくい。

デートＤＶについては、６ページにある相談窓口のほかにも、
このような相談先があります‼

～デートＤＶを見たり、
聞いたりしたときに～

周りからみると『デートＤＶ』だ
と思うことも、恋人同士のふたり
には、起こっていることが暴力だ
と気付いていないことがあります。
そんなときは、声をかけたり、「あ
なたは悪くないよ」と伝えたりし、
相談機関を紹介してください。ア
ドバイスしようとして、「愛され
ているからだよ。」「あなたが変わ
ればいいのよ。」と言うのではな
く、じっくり話を聴いてあげるこ
とが大切です。

親として、友達として
できること

『デートＤＶ』を知っていますか？？
デートＤＶなんて、「私には関係ない。」「私の子ども
はそんなことされていない（していない）わ。」などと
思っている方が多いのではないでしょうか？
デートＤＶは男女交際を始めたり、親密な関係になる
ことで始まることが多く、中学生や高校生、大学生など、
若い世代の恋人たちの間でも起こり得ることなのです。
ＤＶが起こる要因には、親密な関係になることで、相
手を「自分のもの」と考え、力で支配しようとし、暴力
を振るってしまうという背景があります。加害者に社会
的地位や学歴、収入の多い少ないなどは関係なく、一定
のタイプはありません。
誰でもＤＶ加害者や被害者になる可能性があるのです。

中学生や高校生、大学生でも
起きている“デートＤＶ”

デートＤＶに関するリーフレットを
配布しています。自分がＤＶされて
いないか（していないか）のチェッ
クリストもあります。ぜひ、ご覧く
ださい。
※市内各公共施設に設置しています。
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